
～豊かな自然と豊かな人材で豊かなこどもを育てる～
「保幼小中一貫教育だより4月号」
豊能町では平成 28年度からすべての学校・園・所
で「保幼小中一貫教育」に取り組んでいます豊能の風

令和８年開校　義務教育学校　「校章」決定
～新しい学校への思いをかたちに～

　新しい義務教育学校の誕生に向けて、校章デザインを一般募集したところ、町内外より東地区35点、西地区37点の
応募をいただき、誠にありがとうございました。皆様から応募していただいた校章案と理由をもとに、開校準備委員会
と総務部会で検討を重ね、校章候補の絞り込みを行いました。校章の理由には、新しい学校に対する皆様の思いや願い
が込められており、時間をかけ、ていねいに協議をさせていただきました。
　総務部会では、東地区・西地区それぞれに子どもの作品３点、大人の作品３点、合計６点に絞り込んでいきました。
その後、開校準備委員会に報告しました。
　開校準備委員会では、総務部会で絞り込んだ案より、更に３点まで絞り込みました。最終は、町内全小中学校児童生
徒による投票を行い、投票の結果、下記の作品が選ばれました。
　新しい校章は、新しい学校のシンボルです。今後も豊能町の子どもたちが、のびのびと育ち、学び、歩んでほしいと思います。
保護者・地域の皆様、どうか今後とも豊能町の子どもたちを支え、見守っていただきますようよろしくお願いいたします。

「豊能町立とよの東学園」（仮称） 「豊能町立とよの西学園」（仮称）

＜作者の思い・願い＞
　東能勢小学校と東能勢中学校が合体し、新たに「とよ
の東学園」として開校することから、小中各校の校章を合
体させ、中心に「東」を配置し作成しました。東能勢小学校、
東能勢中学校がここで終わるのではなく、これまでの歴
史と共に、これからも学び、歩んでほしいです。

＜作者の思い・願い＞
　豊能町花であるたんぽぽの花をモチーフにしています。真心
の愛、幸せという花言葉のあるたんぽぽを子ども達の学舎の校
章として取り入れることで地域の人々の愛情を受けながらのび
のびと育ってほしい思いを込めています。西は太陽が沈む方角
です。夕焼けの綺麗な豊能町に似合うようにデザインしました。
（広告）（広告）

広　告 広　告
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子育て世代包括支援センター はぐはぐ  からのお知らせ

豊能町立ふたば園子育て支援 いちごルーム  からのお知らせ

「施設開放」（予約不要）

かんがるぅ交流会

ファミリー・サポート・センター会員募集！ 一時預かり事業

『おひさまルーム〈施設開放〉』【予約不要】

「なかよしデー」

子育て支援推進プロジェクト　
毎月１９日は「育

イクジ

児の日」

▶申・問＝☎・FAX738-0255　▶光風台2-20-4　池田泉州銀行光風台出張所

▶問＝☎738-3813　▶東ときわ台1-2-6　保健福祉センター内

▶申・問＝☎７３９‐１５７７　FAX７３９‐２９６６　▶希望ヶ丘６‐１８‐１

４月の「育児(イクジ)の日」は、音楽あそびです。
内＝�音楽あそび　ミュージック・ケア�
～ミュージック・ケアワーカー　中西敦江さん～

時＝�４月19日（金）午前10時30分～11時30分
所＝�保健福祉センター　集団検診室�
（豊能町東ときわ台1-2-6）

締＝4月16日（火）

月曜日～金曜日（土・日・祝日はお休みです）
午前10時～正午、午後1時30分～３時30分

子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助が可能
な人（援助会員）、その両方を希望する人（両方会
員）からなる会員制の相互援助活動です。詳しくはす
きっぷまでお問い合わせください。

家庭での保育が一時的に困難になった乳幼児を、す
きっぷ・いちごルームで預かり、保育を行います。利
用には事前登録が必要です。すきっぷまでお問い合わ
せください。

4月１９日（金）の午前はお休みです。

いちごルームの施設を開放しています。
月～金：午前９時10分～11時30分
月・水・金：午後３時～４時30分
対＝未就園児

時＝４月１８日（木）午前１０時～１１時３０分
所＝いちごルーム　対＝未就園児
内＝出席カード作り、身体計測
持＝タオル・お茶などの飲み物
締＝４月１６日（火）まで

４月の子育てひろば
主催者�☎／ 日 曜 時　間 催　し 内　容 対象者 持ち物 申込み
ひかり幼稚園
738-4345/7752
▶新光風台1-5-1

23 火 午前１０時～１１時 にこにこタイム 出席ノート作り
戸外遊び

令和4年４月１日
以前生まれ 上靴・水筒 4月19日（金）まで

園庭開放をしています。(月～金午後２時１５分～３時３０分）
ふたば園

739-1577/2966
▶希望ヶ丘6-18-1

25 木 午前１０時～１１時 さんさんくらぶ 戸外あそび 令和4年４月１日
以前生まれ

タオル・水筒
帽子 ４月２３日（火）まで

園庭開放をしています。(毎週火・金曜日午前９時１０分～１０時３０分)
吉川保育所

738-0071/7756
▶吉川２０１

18 木 午前１０時～１１時 ぴよっこひろば 出席ノート作り
戸外遊び

令和4年４月１日
以前生まれ タオル・水筒 4月1７日（水）まで

所庭開放をしています。（毎週水曜日午前１０時～１１時。）３日と１０日は、お休みです。
■幼稚園・保育所・こども園で行っている子育て支援活動です。持ち物など詳しい内容については、主催者にお問い合わせください。

豊能町地域子育て支援センター すきっぷ からのお知らせ

★子育て交流の場として利用してください。

時＝4月12日（金）午前10時～11時30分
所＝保健福祉センター２階
対＝妊娠15週以降の妊婦さん、生後１カ月以降から１歳ごろのお子さんと保護者
内＝妊婦さんと産後ママが一緒にヨガやベビーマッサージをしながら交流します
申＝右記二次元コードより 申込はこちら

特
　
　
集

案
内
一
般

健
康
・
福
祉

安
全
・
生
活

教
育
・
子
育
て

情
報
あ
れ
こ
れ

182024.4　広報とよの

時…日時・日程  所…場所  内…内容  対…対象  員…定員  持…持ち物  ￥…費用  締…締切り  申…申込み  問…問合せ

教
育
・
子
育
て



４
月
の
相
談
窓
口�

ー
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
ー�

相
談
は
全
て
無
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す

相　　談 日　　時 相談場所

人権相談
人権擁護委員が、皆さまの人権に関する相談をお受けします。直接、相談場所へお越しください。
� 問＝住民人権課（☎739-3402）

8日（月） 午後１時30分～3時30分 役場本庁

生活人権相談

人権に関する問題や、配偶者や恋人からの暴力、生活に関する悩みごとなどの相談をお受けします。
� 問＝とよの人権地域協議会（☎743-3964）

毎週木・土曜日 午前９時～午後５時
（※施設休館時は休止）

西公民館
毎週火曜日 ふれあい文化センター

ひとり親家庭などの相談
（要申込み）

就労支援、子育て支援、養育費、離婚前などの相談を、大阪府母子自立支援員がお受けします。電話相談は随時お受けします。
� 申＝池田子ども家庭センター生活福祉課（☎752-7948）　問＝福祉相談支援室（☎738-7770）

障害者（福祉サービス）相談
（要申込み）

� 申＝福祉相談くすのき（☎752-1831）　問＝福祉相談支援室（☎738-7770）
3日（水） 午後１時～４時 保健福祉センター

認知症・介護相談
物忘れ、受診しにくい、受診したがこれからどうしたらいいか迷っているなど、認知症について、本人
や家族からの相談をお受けします。� 問＝地域包括支援センター（☎733-2800）
毎月第1火曜日（要予約） 午後２時～４時（１人30分程度） 地域包括支援センター

行政相談
（要申込み）

国の行政全般について行政相談員が相談や意見・要望を受け付け、公正・中立な立場から関係行政
機関に必要なあっせんを行います。� 問・申＝広報職員課（☎739-3413）
相談日 申込み締切日 午前10時～正午 役場本庁17日（水） 12日（金）

法律相談
（要申込み）

多重債務、訪問販売などの消費者被害、離婚やDVなどの夫婦関係、児童虐待、遺産相続などの法律的な
事柄について、大阪弁護士会所属弁護士が相談をお受けします。� 問・申＝広報職員課（☎739-3413）
相談日 申込み締切日

午後１時～４時
（１人30分）

吉川支所
または電話相談��9日（火） ��5日（金）

23日（火） 19日（金）

障害者雇用相談 就労支援コーディネーターが、就労支援相談をお受けします。� 問・申＝農林商工課（☎739-3424）
今月の相談はありません

教育相談

学習や進路・学校生活の悩み、進学資金など、教育全般についての相談を、教育専門主事がお受
けします。電話相談も受け付けています。
� 問＝西公民館　教育相談室（☎738-5399）または義務教育課（☎739-3427）

毎週火曜日
午前９時～正午
午後１時～５時

義務教育課　教員相談窓口（豊能町役場１階）
毎週水・金曜日、第２土曜日 西公民館　教育相談室

第４土曜日 中央公民館　教育相談室

児童家庭相談

・養護や育成に関することについて。� 問＝こども育成課（☎739-3432）
・児童虐待に関することについて。� 問＝福祉相談支援室（☎738-7770）
　（電話相談も受け付けています。）
「ここそら」：子育てなどの相談を臨床心理士がお受けします。� 問＝健康増進課（☎738-3813）

17日（水） 午前10時～午後４時 保健福祉センター

お困りごと相談 身近なことで相談したいときは、担当の民生委員・児童委員をご紹介します。
� 問＝福祉課（☎739-3420）

（広告）
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